４　関連法令等

＜主な法令等の体系＞
(1)民法

(3)マンション管理適正化法



(6)標準管理規約
(2)区分所有法

(7)標準管理委託契約書





管理委託契約書
［管理組合］
　　最高意思決定機関　　　　　　最高自治規範


総会
（通常・臨時）

［管理会社］

（管理業務主任者）
管理規約
事務細則


管理委託契約




理事会




組　合　員 ・ 占  有  者






(5)被災マンション法
(4)マンション再生法





 （１）民法

　民法は、私人間の権利義務関係を規律する最も基本的な法律です。
　マンション管理事務の委託（委託契約、請負契約）、総会における理事選任（委任契約）、大規模修繕工事など、マンションに関係する様々な場面において民法が適用されます。


 （２）区分所有法（「建物の区分所有等に関する法律」）

　① はじめに
民法には、1つの物（一棟の建物）には1つの所有権しか存在することができないという原則（一物一権主義）があります。
しかし、この原則ではマンションのように1つの建物を複数の人が区分して所有する形態には対応できないため、区分所有法が制定されました。
民法と区分所有法は、一般法と特別法の関係にあり、区分所有法に規定する事項は区分所有法が民法より優先して適用され、区分所有法に定めのない事項は民法が適用されます。

　② 法律で規定する内容
1つの建物を複数の人が所有する場合には、その権利関係や管理方法を定める必要があります。
区分所有法は、そのための基本的なルールを定めています。
法律で定める内容は、以下のとおりです。
・専有部分と共用部分
・敷地利用権
・管理者
・規約および集会
・管理組合法人
・義務違反者に対する措置
・復旧および建替え
・団地
・建物が滅失した場合の措置
・所在不明区分所有者の除外に関する裁判手続き
・罰則

　③ 2025（令和7）年の改正内容
　建物と居住者の「２つの老い」が進行している実態を踏まえて、管理・再生の円滑化等を
図るため、大幅な改正が行われました。主な改正点は、以下のとおりです。
・特別決議の要件緩和
・総会招集時の通知事項等の見直し
・国内管理人制度の活用を新設
[bookmark: _Hlk207576426]・復旧および建替えの規定に「建物更新決議」、「建物敷地売却決議」、「建物取壊し敷地売却決議」および「取壊し決議」を新設
・団地の規定に「団地内建物敷地売却」を新設
[bookmark: _Hlk207577170]・建物が滅失した場合の措置として「再建決議」および「建物敷地売却決議」を新設

＜民法と区分所有法の主な相違点＞
	項　　目
	民　　　　　法
	区　分　所　有　法

	専有部分
	所有権の対象
	一棟の建物（一棟の建物の一部分には認められない）
	一棟の建物の区画された部分

	共用部分
	使用方法
	持分に応じて使用
	用法に従って使用

	
	持分の割合
	原則として均等
	原則として専有部分の床面積の割合

	
	持分の処分
	自由
	原則として専有部分との分離処分禁止

	
	分割請求
	可
	不可

	
	保存行為
	各共有者
	各共有者（規約で別段の定めも可）

	
	管理行為
	持分の価格の過半数
	区分所有者・議決権の各過半数

	
	変更行為
	共有者全員の同意が必要
	＜軽微変更＞
区分所有者・議決権の各過半数
＜重大変更＞
区分所有者・議決権の各3/4以上

	建替え
	共有者全員の同意が必要
	区分所有者・議決権の各4/5以上




区分所有法の制定と過去の改正
1  1962(昭和37)年制定
昭和30年代に入り、分譲方式の共同住宅が出現し始めましたが、当時の法律は民法に共有の規定があるだけで、区分所有の法律関係は、いわば白紙の状態でした。
区分所有法の成立によって、専有部分が独立した所有権の対象となり、また、マンション管理のための規範となる「集会」と「規約」の規定が定められました。
なお、その頃のマンションの戸数は、1万戸程度であったといわれています。
② 1983(昭和58)年改正
その後、マンション戸数の急激な増加に伴って制定時に予測できなかった様々な問題が生じてきたため、その対応が図られることになりました。
この改正の主な内容は、マンション管理の充実および敷地利用権と登記の合理化です。
区分所有法の全条文が書き換えられ、多くの条文が追加されました。
また、建替え決議の規定が新設されました。
③ 2002(平成14)年改正
マンションの管理や建替えをより円滑・適正に行えるようにすることを目的として改正が行われました。
主な改正は、以下のとおりです。
[bookmark: _Hlk207571952]・建替え決議の要件緩和
・共用部分の変更に関する決議要件の緩和
・管理組合法人の設立要件の緩和
・電子化の推進























（３）マンション管理適正化法（「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」）

[bookmark: _Hlk205936116]1990年代後半に、管理会社による修繕積立金の着服や不正運用が相次いで判明し、社会問題となりました。
この原因としては、管理会社の不正だけでなく、次のような問題が内在していました。
・区分所有者にとって専有部分は自己資産の認識が強いものの、共用部分の維持に対する関心、危機意識が不足
・管理業務を管理会社に一任しがちで、理事会や総会の運営、決裁手続きが形骸化
・区分所有法に「権利関係」の規定があるものの、管理・修繕に関する明確なルールがない
以上のような実態、問題認識を背景として、2000（平成12）年にマンション管理適正化法が制定されました。
この法律では、マンション管理の主体は管理組合であることを示したうえで、マンション管理の適正化の推進を図るため、以下の施策、制度等を定めています。




1 マンションの管理計画認定制度
[bookmark: _Hlk207828073]マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、管理組合は、地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
認定されたマンションは、市場での評価が高まることが期待されます。

＊川崎市マンション管理計画認定制度
[bookmark: _Hlk216113941]　　＜８．マンションに関する支援制度（2）参照（P34）＞

2 マンション管理士制度
マンション管理士試験の合格者は、国土交通大臣の登録を受けることにより、「マンション管理士」の名称を用いて管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合等の相談に応じ、適切な助言・指導その他の援助を行うことができます。
ただし、「マンション管理士」は業務独占の資格ではなく、名称のみ独占の資格であるため、他の法律によって制限されている業務については、管理組合の課題等に応じて弁護士、司法書士等適切な専門家を選任する必要があります。

3 マンション管理業者の登録制度
すべてのマンション管理業者に対し、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録が義務付けられました。
マンション管理業者に対して、事務所ごとに一定数の管理業務主任者の設置を義務付けるほか、様々な業務規制が規定されており、違反者には罰則や監督処分が課せられることになっています。
　この法律で初めて「マンション」という用語が使用されました。
　しかし、法律で定義するマンションは、一般に理解されている言葉のイメージとは異なっており、以下の条件に該当するものをいいます。
1 区分所有者が２人以上いること
2 専有部分のうち、少なくとも１つが居住用であること
　したがって、所有者１人の賃貸用マンションは該当せず、木造平屋の建物でも上記の条件に該当すればマンションになります。










（４）マンション再生法（「マンションの再生等の円滑化に関する法律」）

区分所有法に基づいて建替えが決議されても、具体的にどのように事業を進めるかについては、区分所有法には規定がありませんでした。
実際に事業を進めるに当たって、建替えに参加する区分所有者の団体に法人格がないことや抵当権者や賃借人との権利の調整など、様々な問題があることが認識されました。
そこで、建替え事業を円滑に進めることを目的として、2002(平成14)年にこの法律が制定されました。
その後、2014(平成26)年に耐震基準を満たさないマンションについて、マンション敷地売却制度が新設されました。
また、これまで耐震性が不足しているマンションにのみ認めていた敷地売却を外壁剥落の危険性や火災への安全性に懸念があるマンションにも認めることを規定しました。
2025(令和7)年には、「マンション建替え事業」が「マンション再生事業」に変更となり、「マンション等売却事業」および「マンション除却事業」が新設されました。
　マンション再生法は、2002（平成14）年に制定された際は、「マンションの建替えの円滑化に関する法律」という名称でした。
　その後、2014（平成26）年の改正でマンション敷地売却制度が新たに追加されることになり、「建替え」のみの法律ではなくなったことから、「等」が加えられ、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」という名称に変更されました。
　そして、2025（令和7）年の改正によって一棟リノベーション等再生事業が中心となり、また、除却事業等が追加されたことで、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に名称変更されました。










（５）被災マンション法（「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」）

1995(平成７)年1月に発生した阪神・淡路大震災において、全部が滅失した建物の再建を望む声が多くありました。
しかし、建物の全部が滅失した場合は、区分所有法の適用がなく、民法が適用されることから、再建には土地の共有者全員の同意が必要でした。
そこで、1995(平成７)年3月に被災マンション法が制定され、大規模な災害で政令に定めるものに限って建物の全部が滅失したときにも区分所有法の建替えに関する規定に準じて特別多数決議による再建を可能としました。
その後、2011(平成23)年に発生した東日本大震災では全部が滅失した建物がほとんどなかったことから、建物の一部が滅失（大規模一部滅失）した場合にもこの法律が適用されることになりました。


（６）マンション標準管理規約

①はじめに
一棟の建物を多くの人が区分して所有するマンションにおいて、居住者が長年にわたって快適な生活を送るためには、区分所有者間でマンションの維持・管理や生活の基本ルールを定める必要があります。区分所有法には、そのために汎用性のある基本原則が示されていますが、個々のマンションにおいては、個別の事情に則したルール作りが必要です。
区分所有法でも、条文中に「規約で別段の定めをすることを妨げない」、「規約で別段の定めのない限り」等の記載で、個別のルール（規約）設定を認めている箇所があります。
しかし、これらを踏まえて実際に規約を作成することは容易ではないため、国土交通省は、管理規約の標準モデルとして「マンション標準管理規約」を制定しています。
各マンションの実情に応じて、区分所有法の強行規定に反しない限り、原則として自由に追加・訂正等を行うことができます。

②マンション標準管理規約の種類
現在の標準管理規約には、以下の３種類があります。
・単棟型 … 一般分譲の住居専用の単棟マンション
・団地型 … 一般分譲の住居専用のマンションが数棟所在する団地型のもの
・複合用途型 … 一般分譲の住居・店舗併用の単棟型マンション

3 管理規約の作成、変更時の留意点について
[bookmark: _Hlk207814031]各マンションで規約の作成、変更を行う場合において、マンション標準管理規約と異なる規定を設けるときは、次の点に留意する必要があります。
ア．規約で定めることができる事項の確認
規約で定めることができるのは、区分所有法が個々の条文の中で規約で定めることができるとしている事項のほか、建物、敷地および附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項です。
建物については、共用部分のほかに専有部分についても、その管理や使用が区分所有者全体に影響を及ぼすような事項については、規約で定めることができます。
イ．区分所有法の強行規定との関係
区分所有法の規定のうち、条文中に規約による定めを認める明文がない場合は、基本的には強行規定であるため、区分所有法の規定がそのまま適用されることになります。

4 標準管理規約の重要性について
専有部分と共用部分の範囲やその利用方法については、区分所有法に明確な規定がなく、争いの多い部分です。標準管理規約では、これらについて標準的なルールを定めており、重要な指針となっています。
トラブルを未然に防止し、快適な居住環境を創設するためにも標準管理規約を参考として各マンションの実態に即したルール作りを行う必要があります。
　

＜区分所有法と標準管理規約（単棟型）の主な相違点＞
	項　　目
	区　分　所　有　法
	標　準　管　理　規　約

	床面積の計算方法
	内のり計算
（壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積）
	壁芯計算＊1
（界壁の「中心線」で囲まれた部分の面積）

	専有部分と共用部分の境界
	明確な規定なし
	上塗説を採用＊2
（天井、床、および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。）

	専有部分の用途
	自由

	専ら住居として使用

	損害保険契約の締結
	出席（区分所有者・議決権）の各過半数
	総会決議不要


＊1 標準管理規約では、各区分所有者の共有持分の割合は、専有部分の床面積の割合によるとしています。この割合の基準となる床面積の計算は、「壁芯計算」によることとしています。
＊2 専有部分と共用部分の境界を定める基準は、「上塗説」によります。





[bookmark: _Hlk208962659]＜参考＞専有部分と共用部分の境界の考え方
	内壁説
	壁芯説
	上塗説

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　壁


　　　　　　　　　　　　　　  　壁紙

	
	

	境界部分は全て共用部分であり、境界部分によって取り囲まれた空間のみが専有部分（破線内、右の図で同様）
	境界部分は共用部分ではなく、壁などの厚さの中央までが専有部分
	境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗部分など躯体部分以外の部分は専有部分



　なお、2025（令和7）年10月には大幅な標準管理規約の改正が行われ、「総会での多数決要件の見直し」、「総会招集時の通知事項等の見直し」、「所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き」、「国内管理人制度の活用に係る手続き」、「マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き」、「共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使」などが定められました。


（７）標準管理委託契約書

「標準管理委託契約書」は、マンションの管理組合とマンション管理業者が管理委託契約を締結する場合のひな形として国土交通省が作成したものです。
改訂の都度、国土交通省からマンション管理業者の団体宛に、指針として活用するよう通達文が出されています。
しかし、実際の管理委託契約書が、標準管理委託契約書と微妙に相違している場合もあり、留意すべき点、課題等が見受けられます。
適正な委託契約を締結するためには、この標準管理委託契約書（条文および、コメント）と照らし合わせることが重要です。
また、財産の分別管理については、収納口座・保管口座の印鑑、通帳の保管者を把握すること、収納口座に預入した金銭に対応する有効な保証契約を締結していることを確認する必要があります。
標準管理委託契約書を活用した場合は、以下のメリットが考えられます。
・管理業者との契約内容の確認が容易となる。
・公正さを確保することができる。
・契約内容が明確となり、トラブルを回避できる。
・委託料金の比較が容易となり、管理業者の選別に役立つ。






（８）各種ガイドライン

① 長期修繕計画作成ガイドライン
マンションや建物の適切な維持管理を行うための計画を作成し、資産価値を維持することを目的として国土交通省が作成したものです。
　　　＜８．マンションに関する支援制度　参考情報参照（P34）＞

② マンションの修繕積立金に関するガイドライン
主としてマンションの購入予定者及びマンションの区分所有者・管理組合向けに、修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金の額の目安を示し、修繕積立金に関する理解を深めるとともに、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考材料として活用することを目的に国土交通省が作成したものです。
新築分譲だけでなく、既存マンションでも活用できる内容になっています。
＜８．マンションに関する支援制度　参考情報参照（P34）＞

③ マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン
外部専門家が管理組合の管理者等に就任する場合に、外部専門家である役員の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものとして、国土交通省が作成したものです。
＜８．マンションに関する支援制度　参考情報参照（P34）＞


